
現場は何も変わっていない！

俺たちに再び

危険なハンドルを握らせるのか！

「闘いなくして安全なし」！
国労は労使安全会議から離脱せよ！

ＪＲ尼崎脱線事故糾弾・国労有志の会
連絡先／電話 06-6710-5061

メールアドレス jrjikokyudan@yahoo.co.jp

★このパンフを読んだ感想・ご意見などを
お寄せください。
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（１）安全性向上計画の本質

ＪＲ西日本は、５月３１日「安全性向上計画」

を国土交通省に提出した。

ぺ―ジ数は、１９ページで、Ⅰ総括、Ⅱ基本理

念、Ⅲ行動計画からなっており、中心軸はⅡの基

本理念＝「新たな経営理念の策定」である。決し

て、「安全」理念でない。あくまで「経営」が中

心軸であり、ＪＲ発足以降１８年間、毎日毎日、

全社員に朝の点呼で唱和を強制してきた経営理念

＝ＪＲ西日本の「憲法」を新たに策定することで

ある。

その「経営理念」が事故によって叩き落とされ

た。一敗地にまみれ、踏みしだかれた。

「安全性向上計画」とは、利潤追及・営利第一

の「経営理念」＝ＪＲ西日本の「憲法」をもう一

度取り戻そうというＪＲ西日本の「巻き返し宣言」

にほかならない。

その「安全性向上計画」のいう「安全優先」と

は、あくまで現在の過密・過酷なダイヤも、過酷

な乗務員など労働者の勤務・労働条件も基本的に

そのままにして、「安全」を再び労働者の責任に

一切を押しつけるということなのだ。「安全性向

上計画」の中には「安全意識の徹底」「乗務員教

育の強化」という文言が何よりも強調し繰り返し

書かれている。要はＪＲ西日本は「日勤教育」の

再編強化をはかろうとしているのだ。ＪＲ資本は

「回復運転は乗務員の責務」と居直り、分割・民

営化の労組破壊・安全破壊の体制下で、利潤追求

を第一につくりだした事故の根本原因はそのまま

にして、「安全を拒否」し、「遅れるな、ダイヤ

を守れ」の上に、「安全第一」が労働者の「責務」

として加重され、いっそうの強権的な労働者支配

を再編強化しようとしているのが、「安全性向上

計画」なのだ。

（２）福知山線の運転再開で

明らかになった

「安全性向上計画」の本質

そして、６月１９日、前日の「説明会」での遺

族や負傷者の怒りの声をふみにじり、福知山線の

宝塚～尼崎間の運転の再開が強行された。

そして、「安全性向上計画」の本質が、早くも

明らかになった。運転再開に先立つ６月１４日、

「運転再開発表」記者会見で、ＪＲ西日本・徳岡

鉄道本部長は、最高速度を１２０ｋｍから９５ｋ

ｍに落としたのは何故か、という質問に「遺族の

気持ちを考慮した感覚的な速度。従来の１２０キ

ロでも安全上問題ないと考えており、来春以降、

見直す可能性もある」「あくまで、来春のダイヤ

改正までの暫定的な（内部の）運用」（読売新聞）

であり、「設備上の最高速度は、１２０ｋｍであ

る。」（毎日新聞）と言い切ったのである。そし

て、近畿運輸局に届け出た新ダイヤの届け書では、

制限速度は「１２０キロ」 のまま変更していな

いのである。

また、制限速度を引き下げたのは宝塚～尼崎間

だけで、新三田～宝塚間の１２０キロ、新三田以

北の１０５キロはそのままなのだ。さらに、カー

ブが多く遅れが生じやすい宝塚～中山寺～川西池

田の区間では「余裕時分」はほとんど増えていな

いのである。

そしてこの上に、三浦運輸部長は「回復運転は

運転士の責務。当然やってもらう。」と居直った

のだ。

現場のハンドルを握る運転士の反撃・運転保安

闘争が起こらないという、労働組合の屈服を前提

に、「１２０ｋｍ走行での回復運転」＝「スピー

ド競争をせよ、阪急に負けるな、稼げ」といって

いるのだ。どこに、事故の反省があるのか。「そ

の場凌ぎ」、「再開したらこっちのもの」と言っ

ているようなものであり、「遺族」の気持ちを踏

みにじり「経営」第一＝「株主総会」（６月２３

日）乗り切りの「騙し打ちスピードダウン」だ。

そして、国土交通省は、新型自動列車停止装置

「ＡＴＳ－Ｐ」の機能検査をして、鉄道事業法に

基ずく完成検査を行い、早々と合格証をＪＲ西日

本に授与した。

一体何が、どこの安全性が「向上」されたのだ。
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この１９日福知山線再開を承認し、先兵役をつ

とめたのが、国労西日本本部など３労組である。

６月８日付の国労、西労組、建交労の３労組は

「ＪＲ福知山線運転再開に関する３組合共同申し

入れ」で「制限速度に関しては、当面の間、従来

の制限速度を下回った速度とされたい」と申し入

れ、来春スピードアップを前提にした運転再開を

労組自ら申し入れ、積極的に推進しているのであ

る。現場労働者の要求を踏みにじる国労西日本本

部を断じて許すことはできない。

（３）安全なき福知山線の再開を

徹底弾劾する！

６月１９日に再開された福知山線の運行再開は、

まさに「安全なき運行再開」である。その内容を

さらに見てみる。

まず、超過密ダイヤは、削りと取っていた余裕

時分のうち駅停車時分を２０から５０秒増やした

だけで、駅間の走行時分は増やしていない。つま

り、走行スピードは同じで、「向上」と言える中

身ではない。悪くしていた処を元に戻しただけな

ら、それを人は「現状回復」というのではないか。

列車本数も減らさず、乗務員に早朝出勤を強い

て、乗り切ろうとしている。

ＪＲ西日本は、「事故で列車本数を減らした。

事故でダイヤを見直した。」といわれる事に、

“抵抗”している。垣内社長国会答弁の如く、

「ダイヤに問題は無かった」ということを押し通

そうとしているのだ。

そして、事故現場を、線路等級が「２級線」に

も関わらず「３級線」という事故時と同じ線路構

造で「復旧」させている。

「日勤教育」に示される職場の強権的労務管理

支配、国労差別・不当労働行為は、無くなったの

か、ＪＲ西当局やそれに付き従わされた一般組合

員が、社員の行動を相互に「監視・密告」し合う

という体制は事故発生以来、一層水面下で激しく

渦巻いている。

一部現場長・助役・係長ら監督的地位にある人

間が「日勤教育」の先頭にたち、その助役・係長

らが全員所属し、役員として支配している労働組

合＝ＪＲ西労組のなかで、「ミスを冒した」一般

組合員が相談に行ったところで、ＪＲ西労組が彼

を守るのか？それどころか、一般組合員を会社当

局と一緒になって資本に差し出しているのが、Ｊ

Ｒ西労組ではないか。

事故列車に乗り合わせていて、当直助役らの指

示・業務命令に基ずいて、現場を離れさせられた

２人のＪＲ西労組の乗務員に、ＪＲ西労組は何を

やったのだ。

ＪＲ西労組幹部たちは、会社経営陣と一体となっ

て、２人の一般組合員に対し「私が悪うございま

した」という「反省文」を何度も書き直させ、新

聞発表させた。「反省文」を書くべきは、「事故

現場を離れろ。直ちに出勤せよ」という「業務命

令」を発した当直の助役・係長らであり、森之宮・

尼崎両電車区長だ。

度重なる「動力車乗務員の勤務改悪」、ＪＲ本

州３社のなかで最も要員合理化の激しいＪＲ西日

本、これら合理化攻撃を許しておいて安全性の

「向上」はあり得ない。

合理化は強行して要員は減らしながら、一方で

「運用列車本数は増やす」、「安全投資の工事量

は増やす」という、「向上」計画では、現場に労

働強化をもたらすだけだ。

工事量・保守量・業務量に見合った要員配置、

速度向上に見合った安全設備の投資を現場国労組

合員は、一貫して職場実態から要求してきた。そ

れを一貫して「適正配置」「問題無し」と拒否し

てきたのがＪＲ西日本だ。今回の「向上」計画も

同じ中身であり、労働強化・要員不足が、尼崎事

故の大きな原因のひとつであることを否定してい

るものであり、ひいては安全性を脅かすものだ。

尼崎事故は、ＪＲ・分割民営化体制が引き起こ

した事故であり、その責任は、闘う労働組合つぶ

し・国家的不当労働行為を今日に至るまでも続け

てきたＪＲ資本＝ＪＲ西日本にある。また、ＪＲ

西日本を指導し、分割民営化体制を強力に支え、

「規制緩和」と称して「事前許可制」から「事後

届出制」へと転換してきた国土交通省にこそ重大

な責任がある。ＪＲ資本の安全無視に「ＧＯサイ

ン」を出し、やりたい放題にやらせてきたものこ

そ国土交通省ではないか、ＪＲ西日本の裏にかく

れている国土交通省を、ＪＲ西日本の責任を射抜

くことで串刺しにして、その責任を追求しなけれ

ばならない。

さらに、ＪＲ資本と結託してきた「労使共同宣

言」組合＝ＪＲ西労組・ＪＲ西労にも責任ありと

いうことだ。

そして、その西労組と労使安全会議に参加し、
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「安全性向上計画」（以下「向上計画」）の目

次から、その組立はどうなっているかをみると、

「Ⅰ．安全に係る現状の総括」として、（反省す

べき点・課題）を６点にわたって列挙し、その６

点に対応する形で、「Ⅲ．行動計画等について」

でそれぞれ、「取り組み」「是正」「見直し」

「対策」を列挙している。そして、Ⅱとして、

「安全性向上に向けての基本理念」が中心軸に据

えられている。

つまり、Ⅰ．「総括」からⅢ．「方針」（行動計

画）を出すための基本的視点・考えがⅡ．「基本

理念」という組立になっている。

一読する限りでは、「Ⅲ．行動計画について」

の項に目を奪われがちである。そこには、「安全

再優先」の徹底、「事故の芽等の報告に対する対

応の是正」として、如何にもＪＲは今後、現場か

ら挙げられてくる事故の背後要因に迫って、それ

を「芽」のうちに摘み取り、「運行面・設備面で

の安全対策」をおこなう、かのように書いている。

しかし、「Ⅲ行動計画等について」の項で、先

の６点の「反省すべき点・課題」と異なり、７点

目に、「新たな経営理念の策定と全社員への浸透」

という１項目がある。

この項は（反省すべき点・課題）６点には、対

応しない項目である。

これに対応する項は、唯一Ⅱ．「安全性向上に

向けての基本理念」である。

ＪＲ西の基本的視点・考えが、やはり「安全理

念」でなく「経営理念」だったのであり、中心軸

は「経営理念」の再確立ということだったのだ。

ＪＲ西は、「経営理念」を「反省すべき点・課

題」の項目には、絶対に入れる事はできない。

「経営理念」は、ＪＲ西の行動指針であり、「向

上計画」ではＪＲ西の「憲法」とまで位置付けて

おり、これを「反省すべき点・課題」の項目にい

れる事は、分割民営化以来ＪＲ西がやってきたこ

との全否定であり、「ＪＲ西の死」を自ら宣告す

るに等しいものになるからだ。

「ＪＲ西日本は、人間性尊重の立場にたって、

労使相互信頼のもと、……、我が国のリーデｲン

グカンパニーとして、社会・経済・文化の発展・

向上に貢献します。」から始まり、以下６点に渡

るスローガンが「ハート＆アクション」としてま

とめられている。

「経営理念」こそＪＲ西日本の行動指針であり、

ＪＲ西日本が打ってきた資本投資計画・合理化施

策・労務施策等全てをこの「経営理念」でやって

きたといっても過言ではない。

基本は、「人間性尊重」ではなく、「人間性否

定」の立場で、「労使共同宣言」組合と結託（こ

れがＪＲ西のいう「労使相互信頼」）して、安全・

労働条件の改善・生きる権利を主張し要求する労

働者・労働組合を叩き潰す、闘う労働組合つぶし

のために、国労差別の不当労働行為をやり続ける

ことであった。

分割民営化体制の貫徹である。

「反省すべき点」のところに何度もでてくる

「職制が行き届かなかった国鉄時代の反省」「国

鉄時代の反省に基いて取り組んできた信賞必罰を

基本とした職場管理の徹底」等、集団的労使関係

において、闘う労働組合が職場団交権を行使し

「現場協議制度」を通じて職場支配権を確立され

てきたことだけは絶対に許さない、会社施策に反

対する労働者・労働組合は「必罰」で「徹底」弾

圧・排除するという決意を基本としたものであっ

た。

以下６点のスローガンについて、それぞれみて

いくことにする。

西労組とともに「安全性向上計画」を承認し、

「元に戻す」ことを前提にした福知山線の運

行再開の先兵役を果たした国労西日本本部を

断じて許すことはできない。
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ただし、１項目から羅列するだけでは、今回の

尼崎事故の本質に迫ることはできない。もっとも

関連のある項から観ていくことにする。

第１に、「同業他社を凌ぐ強い体質づくり」こ

そ尼崎事故に向かってＪＲ西日本が、全社員に強

制してきたスローガンである。

「向上計画」の「現状の総括」の一番目に、

「厳しい経営環境下で発足した当社は、経営基盤

の確立を図るべく発足当初から安全を前提とした

収益の確保と効率化に取り組み、その結果、安定

した経営実績を継続してきた。」とある。「厳し

い環境下」とは、つまり、本州３社のなかで、最

も赤字路線を抱え、新幹線の利益はその赤字路線

の穴埋めで全て吹っ飛ぶという収支構造にあり、

関西都市部で私鉄５社と競争し勝ち抜かない限り

「安定した経営実績」はないという危機意識から

出てきたスローガンである。

そのために、「同一区間で運賃が高い」という

ハンディを「猛スピード」と待ち合わせ時間の短

縮＝「過密ダイヤ」で、乗降客を奪おうとしたの

である。

京都―神戸―姫路区間は時速１３０ｋｍで、関

西私鉄をして「ＪＲとはスピード競争はもうしな

い」と言わしめるほど、最高速度で「新快速」を

走らせ、朝夕のラッシュ時は必ず３～５分遅れる

ことが常態化しているほど「過密ダイヤ」を強い

てきた。

しかし、「安全を前提」などと本気で言えるの

か。

列車本数の増加ということは、乗務員の要員増

を伴うのであるが、大量退職と分割各民営化時の

緊急１１項目攻撃によって、新規採用者を３～５

年で乗務員にしなければ列車運行不可能という危

機的要員不足（前回パンフ参照）のなかで「休日

出勤前提」＝「特休買い上げ」前提の勤務をつくっ

てやり繰りしなければ、追いつかないのが実態で

はないか。特に休日出勤に応じる運転士が青年労

働者に集中し、そのなかで、尼崎電車区で昨年

「過労死」と思われる25歳の青年運転士が突然死

でなくなっている。
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高見運転士も結婚資金を貯めるために、「休日

出勤」に応じていたといわれている。

すべての運転士が「過労」状態で、高速・長距

離・長時間・Ｗ泊運転を強いられていてフラフラ

の状態のなかで、「安全」が保たれるのか、

１乗務当たりの実ハンドル時間の短縮、要員増

なくして、安全はない。１３０ｋｍ/ｈ走行に見

合う安全設備の投資は行なってきたのかもはなは

だ疑問だ。

ＡＴＳ－Ｐ型をつけるとスピード競争で私鉄

私鉄に負けるからＪＲ西日本はつけなかった！

宝塚・尼崎間では、競合する阪急電車よりＪＲ

が５０円高いという運賃格差を「７分早く大阪に

着ける」というスピードと朝夕のラッシュ時は2

～３分の待ち時間で、「いつでも乗れる」という

便利さで乗降客を奪ってきた。

しかし、ＡＴＳ－Ｐ型は00年から02年と３年間

現場から設備投資要求があがっていたが、ＪＲ西

の総合企画本部がその予算を切っていたのだ。

私たちは、スピード制限を加えるＡＴＳ－Ｐ型

の導入が阪急電車とのスピード競争に悪影響を与

え、乗客争奪戦に負けるからＪＲ西は頑なに拒否

してきたのだ、と指摘してきたが、まさにその通

りだった。

福知山線再開翌日の６月２０日、ＡＴＳが作動

し、事故現場のマンション横で特急「北近畿」が

止まった。これはＡＴＳをつければスピードが出

せなくなるからＪＲ資本は今までつけなかったの

だ、という逆証明となった。再開後、多くの乗務

員たちが「会社はあくまで定時運転や回復運転を

しろというが無理だ」と不安の声をあげている。

１０７名の乗客は、ＪＲ西日本の安全無視、利

益第一の経営戦略によって殺されたのだ。

第２に、「安全・正確な輸送の提供」は、尼崎

事故で1分、1秒の遅れを会社への「裏切り者」と

して高見運転士らを「日勤教育」へと送り込んだ

スローガンだ。

「安全・正確な輸送の提供」とあるが、「正確」

な輸送の提供が軸であり、「定時運転確保」「ダ

イヤどおりに走らせる」ことが、単に乗務員だけ

でなく全職場・全系統に強制されてきた。運転職

場における「オーバーラン」等、１分でも列車を

遅らせることが、定時運行列車という「商品」を

傷つけた、会社への「裏切り」と攻め立てられ、

乗務停止のうえ「日勤教育」送りにされてきたの

だ。また、保線・電気等施設職場における「夜間

線路閉鎖工事」でのトラブルによる終了時刻遅れ

も処分の対象とされてきた。

であるが故に、列車を労働者の実力闘争で遅ら

せるというようなこと、労働組合が正当な要求を
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掲げてストライキによって列車を止めるとい

うようなことはもっての外であり、絶対に許

されないものとして、「正確な輸送」が挙げ

られているのである。

第３に、「会社の発展は、自らの幸せ」と

いうスローガンのもとに、「売上の増加に努

め・・・業務の効率化を図り，････会社を発

展させ、株主の負託に応える････」という内

容になっているが、この項は「安全」という

価値が全面否定され、大阪支社の今年度の支

社経営スローガンの第一に掲げられた「稼ぐ」

を生み出したスローガンである。

さらに、「会社あっての労働者」「会社に

は反抗せず、いわれるがままに黙って働くロ

ボットになれ」という労働者を奴隷の如く支

配する資本の思想攻撃であり、労働者自己解

放の思想を全面否定するスローガンだ。

今回の事故で明らかになったように、「安

全」なくして企業の社会的な存在価値はなく、

それなくして企業活動はない、ということを

ＪＲ西は思い知るべきである。

「売上の増加に努め」だけを取り出しての

社員への増収活動の強要の極みが、「かにか

にツアー」の半分以上（７～８割とも言われ

ている）がＪＲ社員と関連企業・下請けの社

員であるという異常事態を生み出しているこ

とも思い知るべきである。社員のなかには、

職員乗車証で運賃が無料にも拘わらず、自腹

を切って、「職場の仲間と１回、嫌がる協力

会社の社員を引き連れて１回、家族と1回、計

３回も行った」ということが珍しくない程、

増収活動が強要されている。増収活動をしな

い社員は「社員として、失格」（姫路列車区

長掲示）という烙印まで押され、勤務評価の

対象とされるが故に、皆泣く泣く参加してい

るのだ。

「安全」こそが「お客様本位のサービス」

であり、「安全」確保のために、鉄道労働者

は、「自己研鑽に努め」るのだ。

しかし、井手会長は「スピード」こそ「お

客様本位のサービス」といいなし、「お客の

要望があったから、スピードアップしただけ、

ＡＴＳ－Ｐも６月につける予定だったが、た

またま４月に事故が起きてしまった。」とま

るで「乗った客の方が悪い」かのごとき言辞

を弄している。

我々、労働者に「経営理念」など必要ない。

必要なのは、労働組合に結集し、資本と闘

う団結を打ち固めるための「闘争理念」だ。
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ここでは６点にわたり、現状の総括・反省すべ

き点を挙げ、其々に対応した改革・是正の行動計

画が書かれている。

１点目は「風土・価値観に

おいて」である

「向上計画」は次のようにいう。「経営全般に

わたる効率化の進展により、次第に余力が減少し、

余裕のない事業運営となった」つまり、本州ＪＲ

３社のなかで、ＪＲ東は１５％、ＪＲ東海は５％

の人員削減・合理化にたいし、ＪＲ西日本は飛び

向けて、発足当初5万人の２５％2万人を削減＝効

率化しすぎて、もうこれ以上人減らししたら列車

運行に影響するところまで、余力が減少した経営

になっていたにもかかわらず、それでも、利潤追

求・安全拒否を貫く「経営理念」を行動指針とし

たため、「弾力性に欠けるダイヤ編成や輸送力増

強に対応した安全設備の遅れを招いた」と、総括

している。

「安全を最優先とする意識」ではなく、「利益

＝銭儲けを最優先とする意識」だったのだ。

ではその「変革」にむけてどんな「取り組み」を

するのか？

「具体的には、６・７・８月３ヶ月間『緊急安

全点検期間』として、社長をはじめ全役員が現場

に赴き、『緊急安全ミーティング』を開催し」

「安全を確保するためには定められた法令や規程

類、マニュアルを遵守することが当然の前提であ

り、上記『緊急安全ミーティング』において、改

めてその徹底をはかる」としている。 なんとい

うことだ。

社員個々人にたいし「定められた法令や規定類、

マニュアルを遵守」させることを徹底することが、

「安全最優先の徹底」といっているのであり、事

故の責任は、「定められた法令や規定類、マニュ

アル」を遵守していない社員個々人にある、尼崎

事故の責任は、速度オーバーした運転士個人にあ

るということを再々度言っているのだ。

事故の責任は、高見運転士を「日勤教育」と

「処分」で攻め、運転士資格剥奪の恐怖政治で無

謀な「回復運転」を強制してきたＪＲ西日本にあ

り、阪急とのスピード競争に勝つため、余裕時分

を削り取った「弾力性に欠けるダイヤ編成・超過

密ダイヤ」を組んできたＪＲ西にあり、阪急との

スピード競争に悪影響を与えるような速度制限を

加えるＡＴＳ－Ｐ型の「安全設備の投資を（遅れ

ではなく）拒否」してきたＪＲ西にあるのではな

いのか。総括・反省すべき点はどこに行ったのだ。

「利益最優先の意識」を全く反省せず、事故の

責任を個人に転嫁する「行動計画」だ。

２と５は「事故の「芽」等の

報告と事故再発防止対策の

取り組み」である。

「事故の『芽』＝ヒューマンエラーに関する報

告については･････減点主義の傾向の強まりによっ

て･････連絡しないという状況があった」

「国鉄時代の反省に基ずいて取り組んできた信

賞必罰を基本とした職場管理の徹底が････個人の

責任追求を重視する風潮を醸し出してきた」

「組織面について、････安全推進部門は･･･調

整機能に止まり、積極的・具体的対策を推進すべ

くリードするには至らなかった」

要は、下線部の結果、社員は、本当のことを報

告したら処分されるので、処分を恐れ報告しない

か、したとしても虚偽報告となっていた、積極的

事故対策も執られてこなかった、という実態だっ

た。最悪の実態だ。

これは、分割民営化時、国労等が「現場協議制」

に基ずいて安全要求・改善闘争をして職場支配権

を労働組合が握ってきたことへの、強烈なアンチ

から、国労組合員のみならず、安全確保のため要

員や設備を要求する組合員を会社施策に反対する

者とみなし徹底排除したため、造られた職場実態

だ。

組織面からいえば、国鉄時代は曲がりなりにも

「システムとしての鉄道」という思想が生きてい

て、安全を無視して金儲けに走ろうとする運輸や

運転の暴走を、「線路が整備されていない」と保

線屋から、「通信設備が無いので危険」と電気屋
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から、其々反対され「システムとしての鉄道」が

成立し無い限り、列車速度の向上や輸送量の増大

はなされてこなかった。

しかし、分割民営化以降、『金儲け・営利優先』

が幅を利かせ、それに反対する部門は「会社の敵」

扱いされてきたのが実態である。

だから、安全推進部門が会社経営を「リードす

るには至らなかった」のは当然である。

分割民営化の『金儲け・営利優先』が『安全部門』

を押し殺してきたのだ。

では、どんな「是正」「取り組み」をするのか。

「事故の『芽』の報告について、･･･マイナス評

価の対象から除外する」「さらに、潜在する気が

かりな事象をくみ上げるための「予兆活動」の定

着と拡大をはかる。」

「予兆活動」については、手をかえ、名前をか

えずっとやられてきたことであり、何ら目新しい

ことではない。

ＮＡＴ＝ナット（Ｎｅｖｅｒ、Ａｃｃｉｄｅｎ

ｔ＆Ｔｒａｂｌｅ）ＨＡＴ＝ハット（Ｈｉｙａｒi

ｈａｔｔｏＡｃｃｉｄｅｎｔ＆Ｔｒａｂｌｅ）

「『他山の石』の活用」ｅｔｃと同類項だ。定着

した試しが無いから、名前をコロコロ変えて、い

かにも、新しい取り組みの如くとり繕っているに

過ぎない。

「（事故）報告について、マイナス評価の対象

から除外」といっているだけで、「事故そのもの

についてマイナス評価の対象から除外」とは言っ

ていないことに、注目する必要ある。

ＪＲ西日本は、「向上計画」の「行動計画」の

１番に「安全を確保するためには定められた法令

や規程類、マニュアルを遵守することが当然の前

提」と事故の責任は「定められた法令や規定類、

マニュアル」を遵守していない社員個々人にある

と言っているのであり、あくまで「事故の責任は

マイナス評価の対象」なのだ。

現場の仲間がそのことは、一番知っている。

事故が起きたら、原因究明よりも「犯人探し」

を嬉々としてやる係長・助役ら西労組役員のこと

を。「犯人」が国労組合員であってくれればいい

とばかりに。

故障を起こした車両の検収担当が国労組合員と

すると、ビデオカメラを用意して機器ＢＯＸを調

べ、そこに異常がなく事故原因でないことが判っ

てガックリしている係長らは、一体事故の何を究

明しようとしていたのか、と問いたい。

事故を起こした国労組合員に、一番にやること

は、事故調査ではなく「国労脱退」とバーターし

た処分の軽減だ。それで、落ちないとみるや増収

活動への協力である。

事故責任を追及しての国労脱退攻撃・不当労働

行為がまかり通っているのが現実だ。

施設職場におけるコンクリート落下にしろ、海砂

を使って突貫工事で造った「山陽新幹線」は生ま

れながらにして、「コンクリートが剥落する」こ

とが原因ずけられているにも関わらず、○月○日、

誰が、どんな検査をして、異常にきずいていたの

か、いなかったのか、と「犯人」探しをしている。

しかし、真の「犯人」は、海砂を使って突貫工

事をやらせた国家政策であり、大手ゼネコン・大

資本ではないのか。

闘う国労組合員は、「結果」＝コンクリート落

下に対する「ネット張り」ではなく、「原因」＝

海砂・塩害コンクリートにむかって、根本的対策

要求をおこなって闘っていこう。

「事故再発防止の取り組み」は組織面について

が主で、「社長特別補佐の新設」とか、「社外有

識者からなる安全諮問委員会の設置」「安全推進

部の機能強化」を列挙している。

しかし、これらの「委員会」や「補佐」が「事

故再発防止」機関として機能するかどうかは、

「利益第一・安全拒否」のＪＲ西日本の分割民営

化体制が変わるか、変わらないかにかかっており、

変わらない限り単なる「飾り」「隠れ蓑」機関に

成り下がるだろう。

ＪＲ西日本の分割民営化体制を変える唯一の主

体は、闘う労働組合の存在と闘いであり、国労が

闘う労働組合へと再生することに懸かっている。

「３、教育・指導のあり方に

ついて」 はどうか。

（反省すべき点）において、乗務員等「ミスを

冒した社員」への懲罰的「日勤教育」については、

一言も触れていない。垣内国会答弁の「教育に問

題は無かった」という姿勢を貫いている。

むしろ、「管理・監督層の教育は････十分でな

かった」という反省にたち、「経営理念」いうと

ころの「規律正しい明るい職場つくり」のために

「鉄道運営のベースとなる指示・命令を前提とし
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た」「管理者の資質の向上が重要な要素」といっ

ている。

管理者の強力な業務命令権の確立こそ、彼等管

理者いうところの「規律正しい明るい職場」であ

り、断じてこの期に乗じて、「労働組合の要求に

屈してはならない」といっているのだ。

また「乗務員全般」の教育については、「職責

の重要性・基本動作・法令の遵守を再度徹底する」

として、ここでも乗務員が「基本動作・法令の遵

守」をせず事故をおこしたら、本人の責任だ、と

言っている。徹頭徹尾「個人責任」論である。

さらに、事故再発防止教育における現場長権限

は、決して「指導監」配置によって弱められるも

のでなく、「指導監」と一緒になって、教育内容・

教育期間・再乗務の可否が決定される体制になっ

たことにより、むしろ「現場長―指導監」体制と

して強化された、つまり、現場長ひとりの判断で

なく指導監の合意があるからと「批判」をかわし

つつ、「乗務員の状況を最も把握し得る立場にあ

る」現場長の意志が貫徹される体制になったので

ある。

最後に「６、運行面・設備面

の安全対策において」を観る

ことにする

（反省すべき点）として、３つ列挙しているが、

殆ど居直りであり、肝心要の「動力車乗務員の勤

務」「運転士・車掌等乗務員の要員」が挙げられ

ていない。

（１）「弾力性に欠けるダイヤ設定」といいつ

つ、「他輸送機関との競争下において」は仕方な

い、といいなし、（２）「輸送力の増強に対応し

たハード面の整備遅れ」といいつつ、「平成２年

から順次進めるなど計画的に保安度の向上を図っ

てきた」のに、4月に事故が起きてしまった、と

いいなしている。

「安全性向上計画」というより、「列車運行早

期再開」に関わる「車両故障等に対応する予備車

が少ない」などということを（反省すべき点）の

３点目に挙げていること自身、ＪＲ西の経営陣の

頭の中身は、「安全」よりも「列車運行早期再開」

＝「銭儲け・営利が優先」ということを吐露して

いるものだ。尼崎救急隊員触車事故におけるマニュ

アルと同じだ。そして、最も（反省すべき点）と

して挙げるべき「動力車乗務員の勤務」が、一切

触れられていない。厳しく不足しているのは、

「車両」ではなく、運転士・車掌等乗務員の要員

ではないのか。本当に、腹立たしい限りだ。運転

士・車掌等乗務員の要員にふれず、「列車ダイヤ

の見直し」といったところで、「絵に描いた餅」

にすぎない。

ＡＴＳーＳＷ（速度照査機能付き）の整備、Ａ

ＴＳ－Ｐの整備促進をあげているが、姑息にも

「速度超過防止に対する効果も勘案し、運転記録

装置を各運転台に取り付けることとする。」と乗

務員の個人監視装置の導入を忍び込ませている。

その他、「安全関連投資」を挙げているが、耐

震補強工事、のり面防災、踏切保安設備機能向上

工事等、金額にして、１２％600億の工事量の増

大に見合った要員の配置が全く触れられていない。

このことは、乗務員のみならず、施設・電気系統

の社員を「過労死」に追い込むものだ。ＪＲ西経

営陣は、慢性的要員不足のなかで、今の業務量で

さえ、超勤対応による業務遂行も限界にきている

という現場の実情を把握すべきである。

これ以上の業務量増には、要員増以外あり得な

い。

「国労西日本」（05年６月４日付ＮＯ．１２３）

によれば、国労の対策要求が「向上計画」に反映

した、として、「○○を盛り込んだ」を連発し、

我々が「直ちに離脱し独自の事故調査委員会を立

ち上げよ」と反対している「『労使安全会議』を

支社・地方本部に設置せよ。」と要求しているに

至っては、「どこまで、ＪＲ資本に組み敷かれ、

癒着しているのか」、と言いたい。

そもそも、「労使安全会議」は、９５年震災時

に発足した「ＪＲの危機を労使一体で救おう」、
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という趣旨のもとに労働条件を度返しして、ＪＲ

労働者をして「震災復興」に全力を挙げさせた機

関である。垣内社長もこの「『労使安全会議』が

なければ、早期復興は無かった」と、「震災ビデ

オ」のなかで言わしめるほど、「ＪＲの危機を労

使一体で救済する機関」だ。

今回の尼崎事故でも、労働者の矛先がＪＲの分

割民営化体制の矛盾に向かうことを恐れ、「労使

安全会議」は、その怒りを密室談義の枠内に押さ

え込むための役割を果たしているのだ。

現場組合員が要求しているのは、現場交渉権の

確立＝職場団交権、現場協議制の復活だ。現場長

に要求書を提出しても、受け取り拒否をら行い、

労働組合としての正当な団結権の行使を、あわよ

くば「暴言」「業務妨害」で処分しようとしてい

るＪＲ西の労働組合敵視の分割民営化体制に風穴

をあけることだ。

国労西日本本部の第１の問題点は、この「向上

計画」の本質が、「安全理念」の確立や「安全最

優先」の企業風土構築にあるのでなく、新たな

「経営理念」の再確立、「営利・利益最優先」の

分割民営化体制の構築・死守にあるということ、

を見抜けていない、観ようとしない、資本の立場

に立っているということだ。 今ある『経営理念』

を一読すれば歴然としているではないか。

国労西日本本部の第２の問題点は、再教育のあ

り方で「専門委員会の設置」、事故再発防止の取

り組みで「部外有識者からなる諮問委員会の設置」

等を組合要求で実現させたかの如く宣伝している

が、それの「委員会」が「設置」されただけで、

「委員会」として機能するかどうかについての担

保なしに、喜んでいていいのか、ＪＲ分割民営化

体制が変わらない限り、それらは，安全の「隠れ

蓑」機関に成り下がる危険があることを指摘して

いないことだ。

また、教育のあり方の基本が、「基本動作・法令
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６月２６日、私たち国労の現場労働者と、鉄建

公団訴訟原告は、「闘いなくして安全なし！１０

４７名解雇撤回！ＪＲに事故責任あり６・２６尼

崎集会」を開催します。

国労有志など現場労働者が調査・研究した報告

を持ち寄り、事故の真相を究明し、ＪＲ現場から

の安全闘争を構築していく出発点とするものです。

その主な報告は、次のとおりです。

（１）基調報告…「国鉄分割・民営化こそ事故の

原因」

（２）線路構造の問題…２級線なのに３級線の線

路構造のまま

（３）保安装置…ＡＴＳ－Ｐがついたら安全なの

か

（４）乗務員の勤務実態…過酷な乗務員の勤務実

態が事故を引き起こす

（５）今も続く日勤教育

（６）鉄建公団訴訟原告からの特別報告

６・２６集会に結集し、安全闘争を現場から巻

き起こし、労働者の安全要求を踏みにじる国労本

部・西日本本部を打倒し、国労を再生しよう。

そして、鉄建公団訴訟原告は、１０４７名の解

雇を撤回し、国労を破壊し安全を破壊してきたＪ

Ｒ体制を変えるために「ＪＲに復帰する」と固い

決意を固めている。この鉄建公団訴訟原告ととも

に、６・２６集会を成功させ、７・１５集会に全

国から結集していこう。すべての国鉄労働者の皆

さん、ともに闘いましょう。

遵守の徹底」と事故責任を個人転嫁しようと

している点、管理者の強力な「指示・命令」

権の確立や現場長権限の強化・維持にある点

を、不問に付しているところに分割民営化体

制に屈している姿が浮かびあがっている。

国労西日本本部の第３の問題点は、本部

「対策要求」５月９日付で要求している「運

転再開に当たって、１００％安全を確保した

後、行なうことを求めていきます。」とした

うえで、「緊急に求める設備改善」として、

（１）ＡＴＳ―Ｐ形の設置（２）脱線防止ガー

ドの設置（３）車体フレームの強度化をあげ

ているが、現場線路には、脱線防止ガードは

ない、３級線の線路構造のままで緩和曲線長

も６０ｍのまま、これで「１００％安全を確

保」したと言えるのか。

それどころか、１４日の再開発表の記者会

見の席上、ＪＲ西・徳岡鉄道本部長は、「遺

族感情を考えて再開から当面は最高速度は９

５ｋＭ/ｈだが、来年３月ダイヤ改正時には１

２０ｋＭ/ｈに戻す」と言い放っているが、実

はその前に上村委員長は、6月８日「運転再開

に関する三組合共同申しいれ」で「制限速度

に関しては当面の間、従来の制限速度を下回っ

た速度とされたい」と事前に同意を与えてい

たのだ。完全にＪＲ西の経営方針と一体化し

て、その先棒を担いだ「申し入れ」だ。

国労近畿地本の集会や各級機関の現場組合

員の意見を踏みにじっている。

労働組合の最低の設備要求が踏みにじられ

ているのに、「国労要求が反映した内容」な

どとよくいえたものだ。

国労西日本本部の第４の問題点は、どこの

労働組合も要求しない「動力車乗務員の勤務」

の改正について、国労西日本本部が要求して

いないことであり、国労西日本本部が今回の

事故原因と本気で闘おうとしていないことの

何よりの証左だ。

今回の事故原因が乗務員の要員不足、そこ

からくる休日出勤の強要、長時間・高密度・

長距離運転、そこからくる「過労死状態」、

これらが事故の引き金を引いたのではないの

か。「労務施策のみに事故原因があるのでな

い」といっていながら、肝心要のハンドルを

握っている乗務員の労働条件の改善を要求し

ていないことは、闘わないということだ。


